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６４．１０  

 

資産の流動化に関する法律に基づく信託

の取扱い  

 

 

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」（平成１０年法律第１

０５号）は、特定目的会社を用いて資産の流動化を行い、これら資産の流動化の

一環として発行される証券等を購入する投資者の保護を図り、国民経済の発展に

資することを目的として制定され、平成１２年の一部改正時において、その題名

が「資産の流動化に関する法律」（以下「資産流動化法」という。）と変更され

るとともに、信託を利用して資産の流動化を行う特定目的信託制度（資産流動化

法２条１３項、第３編）が新たに導入された。  

この特定目的信託制度も信託の一形態であることから、当該制度に係る出願及

び登録申請についても、その旨を特許信託原簿に記載することとする。  

この特定目的信託制度の概要及び登録申請等は以下のとおり。  

１．資産流動化法に基づく特定目的信託制度  

（１）特定目的信託における関係当事者  

特定目的信託とは、「資産流動化法の定めるところにより設定された信託

であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時に

おいて委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得さ

せることを目的とする」ものであり、すなわち、信託会社等が資産の信託を

受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分によって得られる金

銭をもって、その債務の履行を行うものをいう（資産流動化法２条１３項）。  
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ア．登録原因書の記載  

信託の登録は、信託による特許権の移転又は特許権以外の権利の設定若

しくは移転の登録の申請と同時に申請しなければならないところ（特登令

６０条 ※ 1）、登録原因書として申請書に添付される信託契約書には、本件

信託が特定目的信託である旨の表示がされていなければならない。  

イ．特許登録令第５８条第１項に規定する書面の記載  

特定目的信託においては、委託者及び受益者については、受益証券の転々

流通によりこれらの者の変動が予定されている。よって、信託の登録申請

において添付する書面（特登令５８条１項※ 1）に委託者及び受益者を記載

することを要しない。ただし、この場合においては、添付書面に「その他

の信託の条項」として、本件信託が特定目的信託である旨の表示がされて

いなければならない。  

ウ．代表権利者又は特定信託管理者の記載  

特定目的信託に係る特許登録令第５８条第１項※ 1 の規定の適用につい

ては、同項第３号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信

託管理者」と読み替えることとされており（資産流動化法施行令７３条５

項）、代表権利者又は特定信託管理者がある場合には、添付書面において

それらの者を記載する。  

（３）特許信託原簿の登録  

特許信託原簿においては、委託者及び受益者の登録は不要とし、「その他

の信託条項」として、本件信託が特定目的信託である旨の表示をする。また、

代表権利者又は特定信託管理者がある場合には、それらの者を表示する。  

３．特許登録令施行規則第６１条による受益者への通知  

特許登録令施行規則第６１条 ※ 2 においては、信託の登録等をしたときは、

特許権その他特許に関する権利の表示等を受益者に通知しなければならないと

されているところであるが、特定目的信託においては、受益者が受益証券の転々

流通により変動するため特許信託原簿に記載されないことから、当該通知を要

しない。  

４．特許法施行規則第２６条による特許を受ける権利の信託  

特許法施行規則第２６条による特許を受ける権利の信託については、受託者

の記載が不要である点を除いて、同条による願書記載事項が特許登録令第５８

条による添付書面記載事項と同じであることから、その記載は上記２．の運用

と同じものとする。なお、資産流動化法第２６０条第８項において信託法第１

２３条（信託管理人）の規定が適用されないこととされており、本件特許を受

ける権利の信託が特定目的信託である場合には、信託管理人が記載されること

はなく、代表権利者又は特定信託管理者がある場合には、それらの者を記載す

るものとする。  

なお、実用新案登録を受ける権利の信託については実用新案法施行規則第２

３条第２項に、意匠登録を受ける権利の信託については意匠法施行規則第２条

の２第１２項及び第１９条第３項において準用されている。  
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また、商標登録出願により生じた権利の信託については商標法施行規則第２

２条第２項において特許法施行規則第２６条第３項から６項までを準用し、国

際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託については商標法

施行規則第９条の３に規定されている。  

 

（改訂令和３・１０）  
 

 

 

 

                                                
※ 1  特登令５８条１項、６０条：実登令７条、意登令７条、商登令１０条において準用  
※ 2  特登施規６１条：実登施規３条４項、意登施規６条４項、商登施規１７条４項におい

て準用  


